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要   旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 コロナ禍でも基本的に開所が求められている保育施設では、感染防止対策をしながら、子どもの命と健

康を守り、発達を保障する保育が行われていますが、保育士等の精神的、肉体的な負担は大きく、保育士

不足に拍車をかけています。これらを改善し、質を確保した保育の受皿を増やすためには職員の増員と処

遇の改善が急務です。 
 しかしながら、国は、新子育て安心プランにおいて、待機児童がいる自治体限定とはいえ、保育所にお

いて各クラスで常勤保育士１名以上の配置を必須としているところを、短時間（パート）保育士だけで担

当できるとする緩和策を実施しようとしています。 
 小学校においては、一般的には25人前後の学級が増えることになる35人以下学級が2021年度より順

次実現することになりました。にもかかわらず、小学生よりも幼い乳幼児が長時間生活する保育所の４、

５歳児の配置基準である子ども30人に保育士１人は72年間変わらないままです。 
 一方、現在、市における待機児童の問題はあまり大きく取り沙汰されることはありませんが、待機児童

数には上がらない隠れ待機児童の問題などは根強く、こうした国の保育における規制緩和策は、市におい

てどのような影響をもたらすかが危惧されます。 
 コロナ禍の中で、市においても保育所の重要性が一層明らかになり、職員の増員、処遇改善を求める保

護者、職員、地域住民の声は大きくなっています。今こそ抜本的な改善を進めることこそが求められてい

ます。 
 よって、以下の事項を請願します。 
 
 １．市の全ての保育施設において職員配置基準の改善、処遇向上のための措置を取ること。 
 ２．クラス別保育に必要な職員は常勤保育士を配置すること。 
 ３．国に対して、保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促進ではなく、保育所職員

の配置基準改善、処遇向上のための必要な措置を求める意見書を提出すること。 
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